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Q　

特
定
秘
密
保
護
法
や
集
団
的
自
衛
権
行

使
の
閣
議
決
定
の
廃
止
を
求
め
る
考
え
は
あ

る
か
。

A　

国
が
自
主
性
を
持
ち
、
国
民
の
安
全
・

安
心
が
担
保
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

平
和
国
家
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
議

論
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
お
り
、
国
民

の
懸
念
や
不
安
を
払
拭
す
る
よ
う
な
丁
寧
な

議
論
、
説
明
が
な
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

Q　

今
年
四
月
に
島
原
の
水
道
事
業
と
有
明

の
簡
易
水
道
が
統
合
さ
れ
た
が
、
検
針
員
の

待
遇
に
変
化
が
あ
っ
た
の
か
。

A　

具
体
的
な
業
務
内
容
に
変
更
は
あ
っ
て

い
な
い
が
、
有
明
地
区
の
検
針
が
隔
月
検
針

か
ら
毎
月
検
針
に
か
わ
っ
た
。
ま
た
、
統
合

前
は
、
島
原
地
区
が
検
針
員
七
名
に
補
助
員

一
名
、
有
明
地
区
が
検
針
員
四
名
だ
っ
た
が
、

統
合
後
は
、
全
体
で
検
針
員
が
八
名
、
補
助

員
一
名
と
な
っ
て
い
る
。
検
針
料
金
は
、
統

合
前
の
島
原
地
区
が
一
件
当
た
り
五
十
三

円
、
有
明
地
区
が
一
件
当
た
り
六
十
五
円
で

契
約
し
て
い
た
が
、
本
年
四
月
か
ら
一
件
当

た
り
五
十
六
円
十
六
銭
で
契
約
し
て
い
る
。

Q　

昨
年
ま
で
有
明
地
区
で
は
、
市
が
個
人

に
委
託
し
て
い
た
が
、
今
年
か
ら
島
原
市
水

道
工
事
指
定
店
組
合
に
委
託
と
な
っ
て
い
る
。

検
針
員
か
ら
話
を
聞
く
と
、
事
務
所
の
経
費

や
親
睦
会
費
な
ど
を
引
か
れ
、
今
年
の
手
取

り
は
、
一
件
当
た
り
約
三
十
九
円
に
な
っ
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。
改
善
で
き
な
い
か
。

A　

他
市
の
状
況
や
検
針
の
方
法
等
も
研
究

し
、
ま
た
、
委
託
先
で
あ
る
島
原
市
水
道
工

事
指
定
店
組
合
と
も
話
を
し
て
み
た
い
。

Q　

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
の
補
助
事
業
は
ど
の

く
ら
い
の
費
用
対
効
果
が
あ
る
の
か
。
ま
た
、

対
象
業
種
等
を
広
げ
る
つ
も
り
は
な
い
の
か
。

A　

平
成
二
十
五
年
度
の
補
助
金
交
付
額
が

三
千
四
百
五
万
六
千
円
で
、
総
工
事
費
が

四
億
二
百
七
十
三
万
円
と
な
っ
て
お
り
、
事

業
効
果
が
上
が
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
二
十
六
年

度
か
ら
三
カ
年
を
限
度
と
し
て
制
度
を
継
続

す
る
と
し
て
い
る
た
め
、
現
在
の
状
況
で
は

拡
充
等
は
考
え
て
い
な
い
。

Q　

危
機
的
状
況
に
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。

A　

対
応
と
し
て
、
国
や
県
か
ら
の
交
付
金

の
増
額
の
要
望
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
り
入

れ
、
税
率
改
正
の
三
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
国
、

県
の
動
向
を
注
視
し
適
切
に
対
応
し
た
い
。

【
そ
の
他
の
質
問
項
目
】

  

◇
有
明
地
区
の
都
市
計
画
に
つ
い
て
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Q　

人
口
減
少
の
要
因
に
つ
い
て
、
市
長
は

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

A　

晩
婚
化
や
出
生
率
の
低
下
に
伴
う
自
然

減
、
雲
仙
・
普
賢
岳
噴
火
災
害
に
伴
う
転
出

や
大
都
市
へ
の
若
年
層
の
流
出
に
よ
る
社
会

減
に
よ
り
人
口
減
少
が
続
い
て
い
る
。
半
島

三
市
で
は
本
市
の
減
少
数
が
一
番
緩
や
か
で

あ
る
が
、
人
口
減
少
に
歯
止
め
は
か
か
っ
て

お
ら
ず
、
今
後
更
な
る
対
応
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

Q　

本
市
の
財
政
力
、
経
済
、
産
業
形
態
を

踏
ま
え
、目
標
と
す
る
人
口
規
模
は
ど
う
か
。

A　

本
市
の
人
口
は
、
現
在
約
四
万
七
千
五
百

人
で
あ
り
、
今
後
急
激
に
減
少
し
て
い
く
と

予
想
さ
れ
て
い
る
。
目
標
人
口
の
設
定
の
判

断
は
厳
し
い
が
、
ハ
ー
ド
ル
は
高
く
て
も
目

標
を
立
て
る
必
要
は
あ
る
と
思
う
。

Q　

地
方
を
元
気
に
す
る
た
め
、
国
で
は
新

た
に
地
方
創
成
大
臣
が
設
置
さ
れ
た
が
、
本

市
で
も
人
口
減
少
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
部
署
を

を
設
置
し
て
は
ど
う
か
。

A　

全
庁
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
で
取

り
組
む
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

Q　

古
川
市
政
と
し
て
、
人
口
減
少
対
策
を

最
重
要
課
題
と
し
て
取
り
組
ん
で
ほ
し
い

が
、
市
長
の
考
え
は
。

A　

市
の
人
口
を
一
人
で
も
増
や
し
、
出
生

率
を
二
人
台
に
し
た
い
。
県
下
で
一
番
の
出

生
率
と
な
る
よ
う
職
員
一
丸
と
な
っ
て
頑
張

り
た
い
。

Q　

本
市
で
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導

入
状
況
は
。

A　

市
の
公
共
施
設
、個
人
住
宅
、医
療
施
設
、

農
地
転
用
許
可
を
受
け
た
土
地
に
太
陽
光
発

電
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

Q　

太
陽
光
発
電
の
設
置
に
伴
う
、
①
農
地

の
転
用
面
積
と
、
②
固
定
資
産
税
額
は
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

A　

①
平
成
二
十
六
年
八
月
末
の
農
地
転
用

許
可
面
積
は
約
六
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
。

②
太
陽
光
発
電
を
設
置
し
た
場
合
、
パ
ネ
ル

は
償
却
資
産
、
土
地
は
雑
種
地
と
し
て
課
税

さ
れ
る
。
平
成
二
十
六
年
度
の
課
税
額
は
、

償
却
資
産
が
約
千
三
百
五
十
万
円
、
土
地
が

約
五
百
四
十
万
円
で
あ
る
。

Q　

税
収
が
増
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
未
利
用

地
を
活
用
し
た
太
陽
光
発
電
の
設
置
を
市
と

し
て
推
進
し
て
は
ど
う
か
。

A　

未
利
用
地
や
耕
作
放
棄
地
が
新
た
な
経

済
効
果
や
税
収
を
生
む
こ
と
に
つ
い
て
は
、

活
用
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
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▼
平
和
行
政
に
つ
い
て

▼
国
保
会
計
に
つ
い
て

▼
市
内
業
者
の
仕
事
づ
く
り

▼
上
水
道
事
業
つ
い
て

▼
本
市
の
人
口
減
少
の
要
因

に
つ
い
て

▼
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に

つ
い
て




